
1 ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■
7 ■ ■ ■
8 ■ ■
9 ■
10 ■ ■ ■ ■
11 ■ ■ ■ ■
12 ■
13 ■ ■ ■
14 ■ ■
15

茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議の開催 庁内調整・会議
神奈川県医療対策協議会への参加及び支援 審議会
藤沢市民病院地域医療支援委員会への参加及び支援 審議会

三師会から医療従事者名簿の取得 通知等発送
災害時備蓄医薬品の購入、入替 事務作業全般
医療救護訓練やちがさき消防防災フェスティバル等での周知啓発 周知・広報

対象医療機関への該当有無の調査及び申請書受領 事務作業全般
救急医療機関外国籍市民対策事業の予算措置の検討 庁内調整・会議
医療機関への交付決定とその実績報告 事務作業全般

産科医分娩手当(県への申請、実績報告書の提出) 事務作業全般
湘南地区メディカルコントロール協議会への参画 審議会
救急医療機関外国籍市民対策事業の県との調整 事務作業全般

産科医分娩手当(申請受付、実績報告等の受付、補助金交付) 事務作業全般

9月
10

月

11

月

医療関係団体補助事業(申請の受付、交付決定、実績報告の検証) 事務作業全般

 地域医療の連携及び推進にあたり、市民の健康、医療充実を深めるための機会創出等の地域に寄与する事業

を行う医療関係団体（茅ヶ崎医師会、茅ヶ崎歯科医師会、茅ヶ崎寒川薬剤師会）に対し補助金を交付します。

 さらに、産科医師等に対し分娩手当を支給することにより、処遇改善を通じて産科医師等の確保を図りま

す。

 また、湘南東部医療圏内への看護師の供給と定着を図るため湘南看護専門学校に補助金を平成26年度から交

付しておりましたが、当初の設立支援という目的を達成することができたため令和４年度で交付を終了しまし

た。

 次に救急医療については、メディカルコントロール協議会等において、救急搬送活動の充実を図り、救命医

療の円滑な運営を支援します。

 また、救急医療体制の円滑な運営及び、救急医療機関の負担軽減を目的に眼科救急医療運営費補助金を交付

します。

 なお、外国籍県民が救急医療機関において救急医療による治療を受け、当該外国籍県民の責務により医療費

の弁済が行われない前年度の医療費のうち、原因が当該救急医療機関の責によらないもので回収に相当な努力

をしたにもかかわらず生じた損失医療費について補助します。

 次に災害医療については、大規模災害が発生した際には医療関係団体と連携し、応急手当やトリアージなど

の医療救護活動を行います。

 災害医療の実務経験等を有する災害医療コーディネーターをはじめ、三師会及び協力病院等から選出された

委員により、有事の際の地域における医療救護体制の強化について検討を進めます。

 最後にその他保健衛生関係の協議会等を通じて市民の健康増進を図ります。

 また、市民自らの健康管理や健康状態について相談や、適切なアドバイスが受けられるかかりつけ医制度の

定着を促進します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

地域医療の連携及び推進に関する事務

保健所 地域保健課



あり

茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則

茅ヶ崎市保健所地域保健課所管に係る補助金交付要綱（令和３年４月１日施行）

神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金（医療分）交付要綱

茅ヶ崎市産科医師等分娩手当補助金交付要綱

湘南地区メディカルコントロール協議会要綱

補助金の交付等に関する規則（神奈川県規則）

救急医療機関外国籍県民対策費補助要綱

救急医療機関外国籍県民対策費補助事務取扱要領

災害対策基本法第４２条に基づき作成された茅ヶ崎市地域防災計画

神奈川県医療対策協議会設置要綱

藤沢市民病院地域医療支援委員会規則

神奈川県保健医療計画



1 ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■
5 ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11
12
13
14
15

(神奈川県経由事務)小児慢性特定疾病医療費助成の経由事務に関すること 事務作業全般
(神奈川県経由事務)母体保護統計に関すること 統計調査・集計

(養育支援事業)医療的ケア児支援の市・町への支援(後方支援） 庁内及び庁外調整
(保健指導・健康相談事業)依頼・相談対応 相談・問合せ対応

(管内母子保健施策)母子保健推進連絡会議 庁外調整・会議
(管内母子保健施策)研修会（養育困難事例検討会） 職員向け研修
(養育支援事業)キッズハート→自主開催支援 相談・問合せ対応

(管内母子保健施策)市町母子保健連絡会（茅ヶ崎市/寒川町） 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

(地域・職域連携)協議会 庁外調整・会議
(地域・職域連携)研修会（適時開催） 市民等向け研修・講座

 働き盛り世代の健康の向上、周産期からの児童虐待予防、心臓疾患のある児の家族への

支援等、管内における健康増進のため、地域・職域連携の推進、管内母子保健施策の推

進、養育支援、保健指導・健康相談を実施するとともに小児慢性特定疾病医療費助成等の

神奈川県の助成事業等に係る経由事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

地域保健の連絡調整に関する事務

保健所 地域保健課



・地域保健法第4条第1項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針

・健康増進法第9条の健康診査等指針

・地域保健医療等推進事業の実施について（令和2年3月31日付け厚生労働省健康局⾧通

知）

・母子保健施策の実施について（平8.11.20付児発第933号）

・妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健・医療・福祉の連携体

制の整備について（平23.7.27付児総発0727第4号・雇児母発0727第3号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局総務課⾧・母子保健課⾧通知）

・茅ヶ崎市保健福祉サービス連携調整会議設置要綱

 厚生労働省「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推

進について」

・茅ヶ崎市養育支援事業実施要領（平成29年4月1日施行）

健康増進法

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

医師その他医療関係従事者の免許に関する事務

保健所 地域保健課

 国家試験合格者が医師免許等を取得する際に提出される申請書を受理し、国から送付さ

れた免許証を申請者に交付します。

 また、上記免許証の籍訂正・書換交付申請書の受理及び申請者への交付や、毀損・亡失

の際の再交付申請書の受理及び申請者への交付、籍の抹消申請書の受理事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

毀損・亡失の際の再交付申請書の受理及び申請者への交付 申請等受付

9月
10

月

11

月

医師免許等の申請受付及び免許証交付 申請等受付
籍訂正・書換交付申請書の受理及び申請者への交付 申請等受付

籍の抹消申請書の受理 申請等受付



あり

医師法

 

歯科医師法

 

薬剤師法

保健師助産師看護師法

臨床検査技師等に関する法

 

診療放射線技師法  等



1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■
9
10
11
12
13
14
15

医事等に関する事務

保健所 地域保健課

 医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名

（薬剤師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得るため、２

年に１回、調査を実施します。

 また、医療関係業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科

技工士についても、氏名・住所・その他厚生労働省令で定める事項による分布を明らかに

し、就業者の実態を把握し、就業者に対する指導監督や需給バランス等看護行政の推進に

資することを目的に、２年に１回、調査を実施します。

 次に病院等の施設の開設等の手続きについては、許可や届出等に関して指導等を行い適

正化を図るとともに、医療法第25条等に基づく立入検査を実施し、不適合項目に対しては

指導を行い適正化を図ります。

 最後に医療に関する患者・住民の苦情、心配や相談に対応し、病院、診療所、助産所、

その他の医療を提供する施設に対する助言、情報提供及び研修、患者・住民に対する助

言、情報提供、並びに地域における意識啓発を図り医療安全を推進することによって、住

民の医療に対する信頼を確保するため、医療安全相談窓口を設置運営します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

病院等の許可及び届出等 申請等受付

9月
10

月

11

月

医師・歯科医師・薬剤師調査の実施 統計調査・集計
業務従事者届の実施 統計調査・集計

病院に対する医療法第25条に基づく立入検査 現場調査・訪問等
診療所に対する医療法第25条に基づく立入検査等 現場調査・訪問等
施術所等の開設届出等の受理 申請等受付
医療安全相談の実施(祝日を除く毎月曜日、木曜日) 相談・問合せ対応
衛生検査所に対する臨床検査技師等に関する法律に基づく立入検査 現場調査・訪問



あり

統計法

医師法

歯科医師法

 

薬剤師法

 

保健師助産師看護師法

歯科衛生士法

 

歯科技工士法

 

医療法

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

柔道整復師法

臨床検査技師等に関する法律



1 ■ ■
2 ■ ■
3 ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

保健衛生に係る表彰事務

保健所 地域保健課

 公衆衛生・医療・薬事その他の保健衛生の推進に寄与している個人、施設等の表彰を行

い、保健所管内における保健衛生の意識の向上を図ります。

 なお、茅ヶ崎市保健衛生功労者表彰(保健所⾧表彰)の受賞者より、神奈川県保健衛生表

彰(知事表彰)を推薦しております。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

保健衛生功労者表彰式の開催 事務作業全般

9月
10

月

11

月

各団体への推薦依頼 事務作業全般
決定通知 事務作業全般



あり

茅ヶ崎市保健衛生功労者表彰要綱



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10
11
12
13
14
15

保健衛生に係る統計事務

保健所 地域保健課

 保健衛生の基礎資料として目的別に次の調査を行います。

 一つ目として、医療行政の基礎資料を得るため、病院及び診療所について、その分布及び整備の実態を明らかにするとと

もに、病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況を把握することを目的とした「病院報告」の実施、医療施設

の診療機能を把握し、医療施設から提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調査」を実施するととも

に全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」を実施します。

 また、病院及び診療所を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにする「患者調査」、さらに受療の状

況や受けた医療に対する満足度等を調査する「受療行動調査」を実施します。

 二つ目として、人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とし、出生・死亡・死

産・婚姻・離婚の届出を受けたときに戸籍窓口で作成される人口動態調査票をとりまとめて報告します。

 三つ目として、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な

基礎資料を得るために３年に一度の大規模調査またはその中間の各年においては簡易調査を実施します。

 また、社会保障及び人口問題に関する事項について調査し、厚生労働行政等における各種の施策に資する基礎資料を得る

ために、生活の支え合いに関する調査、全国家庭動向調査、世帯動態調査、出生動向基本調査、人口移動調査の５つの調査

を５年のローテーションで実施しています。

 次に国民の身体状況、栄養素等摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康増進の総合的な推進を図るための基

礎資料として、身体状況調査（身⾧・体重・腹囲・血圧・血液検査・問診）、栄養摂取状況調査（世帯状況・食事状況・食

物摂取状況・１日の身体活動量）、生活習慣調査(食生活、身体活動、休養、飲酒、喫煙、歯等）を行います。

 次に歯科保健の状況を把握し、8020運動の種々の対策の効果についての検討等、今後の歯科健康保健医療対策を推進する

ための基礎資料を得るため「歯科疾患実態調査」を実施します。

 最後に、全国的に乳幼児の身体発育の状況を調査し、我が国の乳幼児の身体発育値及び発育曲線を明らかにし、乳幼児保

健指導の改善に資することを目的として、乳幼児身体発育調査を１０年に１回の周期で一般調査と病院調査として行いま

す。（一般調査：９/1～９/30の期間中、保健所の定めた日。病院調査：（９/1～９/30の１月間）

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

患者調査/受療行動調査（３年毎） 統計調査・集計

9月
10

月

11

月

病院報告/医療施設動態調査（毎月） 統計調査・集計
医療施設静態調査（３年毎） 統計調査・集計

人口動態調査（毎月） 統計調査・集計
国民生活基礎調査の実施 統計調査・集計
社会保障・人口問題基本調査の実施 統計調査・集計
国民健康・栄養調査の実施 事務作業全般

乳幼児身体発育調査（１０年毎） 統計調査・集計
歯科疾患実態調査（５年毎） 事務作業全般



あり

統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項

医療法施行令

医療施設調査規則

 

患者調査規則

 

人口動態調査令

人口動態調査令施行規則、戸籍法、戸籍法施行規則、死産の届出に関する規程、死産届書、死産届書、死産証

書及び死胎検案書に関する省令

国民生活基礎調査規則

健康増進法、健康増進法施行規則

歯科口腔保健の推進に関する法律



1 ■
2 ■
3 ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

休日夜間急患診療事業に係る事務

保健所 地域保健課

 医療が空白となる時間帯における一次救急診療を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

地域医療センター（調剤薬局）運営業務委託の契約 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

地域医療センター（医科）運営業務委託の契約 伝票処理・契約事務
地域医療センター（歯科）運営業務委託の契約 伝票処理・契約事務

地域医療センター実績報告の受領 申請等受付
次年度予算検討 検討



あり

・国の救急医療対策事業実施要綱

・茅ヶ崎市地域医療センター条例



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11
12
13
14
15

献血事業に関する事務(骨髄移植ドナー支援、臓器移植普及促進事業を含む)

保健所 地域保健課

 献血について住民の理解を深めるとともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実

施されるよう、献血の機会を提供し、事業が円滑に行われるように協力と、一層の献血運

動の推進を図ることを目的とした厚生労働大臣による表彰又は感謝状の贈呈及び日本赤十

字社による表彰のため、管内において献血事業の推進に寄与している団体の推薦事務を行

います。

 また、公益財団法人日本骨髄バンクの骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を行った

者及び、その者が勤務する事業所に対し奨励金の交付を行い、骨髄バンク事業の推進を図

り、赤十字血液センター、公益財団法人日本骨髄バンクと連携し、ドナー登録会の機会を

提供し、事業の推進に協力します。

 さらに、腎・アイバンクをはじめ、臓器移植等の普及促進に協力します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

市の広報紙及びＨＰによる周知 周知・広報

9月
10

月

11

月

献血バス配車日程の調整及び献血 事務作業全般
献血協力各種団体との調整 事務作業全般

日本赤十字社に献血事業に寄与する団体を推薦 事務作業全般
神奈川県に厚生労働大臣表彰候補者を推薦 事務作業全般
神奈川県に知事表彰候補者を推薦 事務作業全般
骨髄ドナー支援事業奨励金交付 申請等受付
ドナー登録会の調整及び開催 庁外調整・会議
腎・アイバンク負担金（公益財団法人かながわ健康財団） 伝票処理・契約事務
ポスター等による広報 事務作業全般



あり

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

 

臓器の移植に関する法律

 

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律



1 ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

地域医療センター施設維持管理事業(大規模修繕を除く)

保健所 地域保健課

 地域医療センターの施設管理及び保守点検、修繕を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

次年度予算検討 検討

9月
10

月

11

月

各種委託業務当年度契約 伝票処理・契約事務
職員、委託事業者等による運営・管理・保守点検 現場調査・訪問

次年度委託業務入札準備 伝票処理・契約事務



あり

・国の救急医療対策事業実施要綱

・茅ヶ崎市地域医療センター条例



1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9
10
11
12
13
14
15

在宅療養者等訪問口腔ケア推進事業 検診・相談事業
歯周病予防対策事業 検診・相談事業

重度う蝕ハイリスク幼児予防対策事業 検診・相談事業
障害児者等歯科保健事業 検診・相談事業
フッ化物洗口普及啓発事業 普及・啓発

在宅歯科衛生士活動支援事業 相談・人材育成等

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎市歯科保健推進会議及び部会 庁内及び庁外調整・会議

8020運動推進員育成事業 養成・育成・活動支援

 歯科保健事業の企画調整を行うとともに、市町における歯科保健医療の充実を図り、関

係機関の連携強化に向けて連絡会議・部会を開催し体制整備を行います。

 また、地域の担い手として、８０２０運動推進員の育成のため、研修会と活動支援を随

時行うとともに、在宅歯科衛生士の資質向上のため研修会と、茅ヶ崎・寒川地区歯科衛生

士の会「ハッピーマウスの会」の活動支援として連絡会を年４～6回開催します。

 なお、重度う蝕ハイリスク幼児予防対策事業・障害児者等歯科保健事業、フッ化物洗口

普及啓発事業及び歯周病予防対策事業については、併設して実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

歯科保健に係る事業

保健所 地域保健課



あり

地域保健法

歯科口腔保健の推進に関する法律

神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例

茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進に関する条例

寒川町歯及び口腔の健康づくり推進条例

茅ヶ崎市保健所歯科保健推進会議実施要綱



1 ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
12 ■
13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
14 ■ ■ ■
15 ■ ■ ■ ■

茅ヶ崎市及び寒川町の食育計画の推進支援 庁内調整・会議
栄養業務連絡会議 庁外調整・会議
管理栄養士実習生指導 養成・育成・活動支援

各種疾病別栄養指導教室の協力（依頼時実施） 相談・問合せ対応
個別食生活相談及び訪問食生活相談（依頼時実施） 相談・問合せ対応
食生活支援担当者研修会（実施時期変動あり） 市民等向け研修・講座

栄養成分表示に係る相談・指導、普及啓発 相談・問合せ対応
特別用途食品の表示に係る相談 相談・問合せ対応
誇大表示等の禁止に係る表示等適正化指導 相談・問合せ対応

給食施設届出書等の届出書の受理 現場調査・訪問
特定給食施設実地調査・指導及び講習会(全体、種別) 現場調査・訪問、啓発

給食施設栄養管理報告書の手続き 事務作業全般

地域活動栄養士の活動支援 相談・問合せ対応

9月
10

月

11

月

地域食生活対策推進協議会及び部会(不定期) 庁外調整・会議
食生活改善推進団体等(茅波会)の支援 相談・問合せ対応

 保健所管内における栄養・食生活の改善を目的に栄養改善事業と関係の深い地域の関係

機関・団体との連携や活動団体の育成支援、健康増進法等の栄養管理に関する法令等に基

づく指導及び助言等を行います。具体的には、地域食生活対策推進協議会、食生活改善推

進団体等の育成及び支援、特定給食等指導、栄養表示等普及啓発及び活用推進、専門的栄

養指導、地域保健活動推進、管理栄養士実習生指導の７つの取り組みになります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

栄養改善の指導及び栄養調査に係る事務

保健所 地域保健課



あり

健康増進法、

健康増進法施行規則、

茅ヶ崎市小規模特定給食施設における栄養管理に関する条例、

茅ヶ崎市給食施設における栄養管理に関する規則

食品表示法、

食品表示基準、



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9月
10

月

11

月

不育症治療費助成事業事務 申請等受付

・協力医療機関で不育症の診断後に実施した治療の助成を行う。

・1回の申請のうち治療費の総額15万円を上限に助成。1年度1回、通算2年まで申請でき

る。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

不育症治療費助成事業

保健所 地域保健課



あり

〈要綱〉

茅ヶ崎市保健所地域保健課所管に係わる補助金交付要綱

➢５ 茅ヶ崎市不育症治療費補助金


